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お仕事の合間に年に１回健診を受診することで満足されていませんか？ ご存じですか？法律で定められている事業者の義務等と保険者の責務！（参考）

未治療者の医療機関受診勧奨［健診後の健康サポート②]

高血圧・高血糖は自覚症
状はありませんが、数値
が高い状態で放置してし
まうと、血管が痛み、動
脈硬化が進行します。

※令和2年度 生活習慣病予防健診受診者のうち、高血圧・高血糖判定であるが、
　医療機関受診ができていない方の人数

〈事業者の義務等〉
○労働安全衛生法（第66条の４）
　 　事業者は、健康診断等の結果、異常の所見があると診断された労働
者について、就業上の措置について、３か月以内に医師または歯科医
師の意見を聴かなければならない
○労働安全衛生法（第66条の７）
　 　健康診断の結果、特に健康の保持に努める必要があると認める労働者に対し、医師又は保健師による
保健指導を行うように努めなければならない

〈保険者の責務〉
○高齢者の医療の確保に関する法律　保険者の責務（第５条）
　 　保険者は加入者の高齢期における健康の保持のために必要な事業を積極的に推進するよう努めるとと
もに、高齢者医療制度の運営が健全かつ円滑に実施されるよう協力しなければならない

高血圧・高血糖の方、糖尿病の合併症の可能性がある方（『要治療・要精密検査』と判定された方）

健診時 （実施していない健診機関もあります）

　　●健診受診機関から医療機関受診の案内と情報提供
　　　　
健診受診日から約半年後 （レセプトで医療機関受診が確認できない場合）

　　●協会けんぽから受診勧奨文書をご自宅に送付
　　● 協会けんぽから受診勧奨や健康サポートの面談支援、架電支援を実施  

（架電は希望がある場合はご本人様希望の連絡先。ない場合は事業所にお電話させていただくことがあります。）

がん検診（肺・胃・大腸・乳・子宮）で『要治療』判定の方

健診時 （実施していない健診機関もあります）

　　●健診受診機関から医療機関受診の案内と情報提供

出典：H24東京都保険者協議会医療費分析会

大切な従業員様の治療が遅れ、重症化すると…
従業員様、事業主様双方にとって、多大な負担となります。

血管に高い圧力がかかっています。
この状態が長く続くと、血管壁が厚
く、硬くなり動脈硬化、脳卒中、心
血管疾患、腎臓病につながります。

血液中に糖があふれ出し、血管
を傷つけます。放置すると糖尿
病となり、怖い合併症を引き起
こします。

健診は毎年たくさんの方に
受けてもらっています。

事業主様・
健康づくり
ご担当者様への
お願い

生活習慣病予防健診受診件数と受診率（大阪支部）

高血圧・高血糖の未治療者数（令和元年度大阪支部）
●高血圧未治療者
●高血糖未治療者 24,800人

1人当たり
年間医療費 治療日数／年 罹患後起こりうるリスク

心筋梗塞 195万円 17.9日 再発の不安
脳梗塞 112万円 35.5日 片麻痺・言語障害・記憶障害等の後遺症
脳出血 177万円 46.2日 片麻痺・言語障害・記憶障害等の後遺症
糖尿病合併症（腎不全） 540万円 156日 透析治療のための定期通院（週3回程度）

大変ぽ～ん‼
健診は受けているのに、
医療機関を
受診できていない方が
たくさんいるよ。
早く治療しないと
危険だよ。

高血圧 高血糖

今すぐ治療！ 重症化予防‼

　協会けんぽ大阪支部では事業所様と連携し、
従業員様の健康促進・重症化予防を行い、労働
生産性の向上を目指したいと考えます。
そのためには、
①健診受診の促進
②健診結果の活用による医療機関受診
③早期治療の実施が重要です。

　また、予防が必要な従業員様には特定保健指
導の活用が有効です。是非、大阪支部のサービ
スを活用し、職場の健康づくりと生産性の向上
にお役立ていただければ幸いです。

事業主も保険者も従業員（加入
者）の健康を守る義務等があり
ます。
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